
名古屋市上下水道局管理規程第21号 

 

名古屋市上下水道局職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程を次のよう

に改正する。 

 

令和７年３月31日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

第１条 名古屋市上下水道局職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程（平

成12年名古屋市上下水道局管理規程第32号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２条年齢別最低給料表を次のように改める。 

年齢別最低給料表 

年齢 金額 年齢 金額 

16歳 175,900円 17歳 178,100円 

18歳 181,300円 19歳 183,500円 

20歳 187,900円 21歳 193,000円 

22歳 196,200円 23歳 200,400円 

24歳 204,600円 25歳 208,700円 

26歳 213,900円 27歳 217,400円 

28歳 219,600円 29歳 222,200円 

30歳 225,400円 31歳 228,600円 

32歳 231,700円 33歳 231,700円 

34歳 232,500円 35歳 233,200円 

36歳 233,700円 37歳 234,200円 

38歳 234,600円 39歳 235,000円 

40歳以上 236,300円   

第２条 名古屋市上下水道局職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一

部を次のように改正する。 

第５条第１項中「若しくは水道業務職選考試験（選考により水道業務職（



営業主事を除く。）へ採用する場合をいう。以下同じ。）又は人事委員会が

これら」を「又は同委員会がこれ」に改める。 

附則第２条年齢別最低給料表を次のように改める。 

年齢別最低給料表 

 年 齢   金  額   年 齢   金  額  

16歳 175,900円 17歳 178,100円 

18歳 181,300円 19歳 183,500円 

20歳 187,900円 21歳 193,000円 

22歳 196,200円 23歳 200,400円 

24歳 204,600円 25歳 208,700円 

26歳 213,900円 27歳 217,400円 

28歳 219,600円 29歳 222,200円 

30歳 225,400円 31歳 228,600円 

32歳 231,700円 33歳 232,500円 

34歳 233,200円 35歳 233,700円 

36歳 234,200円 37歳 234,600円 

38歳 235,000円 39歳 235,400円 

40歳以上 236,300円   

  附則第20条中「156.93」を「１月平均の勤務時間（各年の４月１日から翌

年３月31日までの日数から当該期間における名古屋市の休日を定める条例（

平成３年名古屋市条例第36号）第２条第１項に規定する本市の休日の日数を

差し引いた日数を12で除して得た数に、７時間45分を乗じて得た時間（小数

点以下第２位未満の端数は、切り捨てる。）をいう。）」に改める。 

  別表第２初任給表ア企業職給料表(1)の表備考第６項を削る。 

  別表第６昇格時号給対応表ア企業職給料表(1)の表中 

「      「 
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別表第６の２降格時号給対応表ア企業職給料表(1)の表中 
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第３条 名古屋市上下水道局職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一

部を次のように改正する。 

  第３条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同

条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 ４ 人事委員会が実施する採用選考試験（別に定めるものに限る。）により

採用した職員の職務の級及び号給は、別に定める基準による。 

第５条の２中「採用試験又は同項第４号に規定する職務経験者採用試験（

以下「第１類採用試験等」を「採用試験（以下「第１類採用試験」に改める。 

  別表第２初任給表ア企業職給料表(1)の表備考第３項中「第１類採用試験

等」を「第１類採用試験」に改め、同表備考第４項中「職員の任用に関する

規則第６条第１項第４号に規定する職務経験者採用試験により採用した職員

（以下「職務経験者採用試験採用者」という。）」を「第１類採用試験によ

り採用した職員のうち採用日における年齢が26歳以上の者（以下「２級採用

者」という。）」に改め、同表備考第５項中「職務経験者採用試験採用者」

を「２級採用者」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 ただし、第３条の規定は同年８月１日（以下「一部施行日」という。）から、

第１条の規定は発布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の名古屋市上下水道局職員の初任給、昇格及び

昇給等に関する規程の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

３ 人事委員会が施行日前に実施した競争試験に合格し、一部施行日後に新た

に採用された者の初任給については、第３条の規定による改正後の名古屋市

上下水道局職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程別表第２初任給表（

以下「特定初任給表」という。）の規定に関わらず、なお従前の例による。 

４ 令和６年９月１日以降に第３条の規定による改正前の名古屋市上下水道局



職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程別表第２初任給表の規定の適用

を受けて新たに採用される職員のうち、特定初任給表の規定の適用を受けて

新たに採用される職員との権衡を著しく失することとなる者については、別

に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。 


